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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に細長い構造体を備えている物体を造形する方法であって、
　プレフォームが、表面(１３)に、一方向に沿って延びている構造体(２から１１,２Ａ,
１１Ａ,２Ｂ,１１Ｂ,４１から５０,５２から６４,６６から７２)を設けられ、
　構造体を設けられたプレフォームが、少なくとも１つの領域(１４)において加熱され、
そして、
　該プレフォームの少なくとも一部は、所望されている断面形状又は最終的な断面形状に
対応する断面を採るまで、該構造体が設けられているプレフォームを加熱された状態で引
き出す工程を備え、
　該工程では、該プレフォームは、１０５デシパスカル秒から１０１０デシパスカル秒の
範囲内の粘度で引き出し、
　該プレフォームを、該プレフォームを介して単一のパスの間でパワーの高々半分が吸収
されるようなスペクトル分布を有している放射線によって加熱して、放射線が反射または
散乱した後に少なくとも一の領域上に影響を及ぼし、
　これにより、吸収されることなく加熱されるべき領域を既に通過した放射線の要素は、
反射または散乱によって材料の背面に導かれて加熱に寄与し、それにより少なくとも一の
領域において断面に沿った最大の温度差が０．５未満となることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
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　放射線のパワーの３０％未満が、材料を通過する単一のパスの間に吸収されることを特
徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
　短波長赤外領域にパワー密度の重心を備えている赤外線が、使用されることを特徴とす
る方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
　１５００°Ｋ超の色温度を備えている熱放射線が、加熱に使用されることを特徴とする
方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
　該プレフォームには、凹部が設けられていることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
　該プレフォームの表面は、
　研削と、
　プレス金型内での熱成形と、
　打抜プレスと、
　処理されるべき表面の所望されている形状のネガを表しているスタンプによる熱押型と
、
　少なくとも１本の異形ストランドの融着と、
のいずれか少なくとも１つの工程によって造形されることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
　該プレフォームが、１００℃から２０００℃の範囲内の温度での加熱状態で引き出され
ることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の物体を造形する方法であって、
　該プレフォームが、８５０℃の温度での加熱状態で引き出されることを特徴とする方法
。
【請求項９】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
　該プレフォームが、１０８デシパスカル秒の粘度での加熱状態で引き出されることを特
徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
　該造形物体は、刻みを付けて折ることにより、所定の長さに切断され及び/又は個々の
物体に分割されることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の物体を造形する方法であって、
　該物体は、それらの表面において面研削されることを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項に記載の物体を造形する方法であって、
　該プレフォーム及び該引出された物体は、ガラスから成ることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
　該プレフォーム及び該引出された物体は、ガラス－セラミックから成ることを特徴とす
る方法。
【請求項１４】
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　物体(１５)であって、この物体の一方向に沿って少なくとも延びている構造体(２から
１１,２Ａ,１１Ａ,２Ｂ,１１Ｂ,４１から５０,５２から６４,６６から７２)を備えている
ものを作製する請求項１に記載の方法であって、出発物体(１)が、少なくとも２つの側部
(１２,１３)に、一方向に沿って延びている構造体(２から１１,２Ａ,１１Ａ,２Ｂ,１１Ｂ
,４１から５０,５２から６４,６６から７２)を設けられている方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の物体を造形する方法であって、
　前記少なくとも２つの側部(１２,１３)は、互いに反対の位置にある側部であることを
特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の物体を造形する方法であって、
　該出発物体は、断面において、作製されるべき物体の正確で細長い複製であることを特
徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１に記載の物体を造形する方法であって、
　該加熱されるべき領域は、空間に関する所定の場所に保持されると共に、該プレフォー
ムが、前進させられることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に凹部のような、細長い構造体をその表面に備えている物体を造形する方
法と、この方法を用いて作製される物体と、このタイプの物体を具備している装置とに関
する。
【０００２】
　光ファイバが、ファイバ・プレフォームから、加熱された状態で線引きされ、これによ
り、光導波路用の著しく縮小されたファイバ断面を得ることは、知られている。
【０００３】
　マイクロシステム技術の分野においては、複数の方法が、非常に微細な構造体を種々の
材料内へ導入することを目指している。それらの構造体は、通常、点状の又は直線状の凸
部又は凹部である。完成部品において、これらの構造体は、例えば、液体又は気体の非常
に微細な流れを制御するための通路として使用される。
【０００４】
　多くの用途において、これらの構造体は、例えば連続的な通路又はリブの形体で、一方
向において、例えば縦方向において、部品全体に亘り、均一に形成される。このタイプの
部品は、例えば、小型化された熱交換器内に、又は光ファイバを定められた位置の中へ移
動させ、次いで、それらをその定められた位置における所定の場所に保持するのに使用さ
れる部品内に、含まれる。
【０００５】
　更に、ＰＣＴ/ＪＰ００/０７９５５は、実質的にロッドの形体であるレンズを製造する
方法を記載しており、この方法においては、ブランクの縮小された断面が、このブランク
を再線引きすることによって得られる。上述したファイバ及び実質的にロッドのようなレ
ンズの両方は、各々、外面において丸みを付されており(この種の丸みは、表面張力によ
り、粘稠材料によって自動的に形成され得るので、外面において丸みを付すことは、加熱
されたガラスを造形するのに極めて好ましい)、これにより、造形している間、助けられ
る。
【０００６】
　精密に前以て定められた横方向の間隔を達成すべくエッチングによって作製されたＶ溝
を備えているシリコン基板が、光情報通信技術において広く使用されている。この文脈に
おいて、横方向位置決定正確度がシリコンにおける結晶面によって実質的に定められると
いうことと、高度に正確なフォトリソグラフィック工程を使用することが可能であるとい



(4) JP 4634034 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

うこととは、極めて有利である。しかしながら、欠点は、Ｖ字形の溝の角度が固定されて
いるということであり、その角度は、シリコンの結晶配向とフォトリソグラフィック・パ
ターニングを行っている間の選択エッチング速度とにより、実質的に前以て決定される。
シリコン基板(実質的に単結晶の形態にある)及びフォトリソグラフィック工程の両方にお
ける高価格は、廉価な大量生産に対する著しい障害となっている。
【０００７】
　これに対し、構造を与えられたプレフォームが線引き又は再線引きされつつある場合に
は、プレフォームの構造が均衡を保って変形させられることを初期の線引きはもたらさず
、この結果、多くの用途に対し、線引きされた加工物においてプレフォームの形状が十分
な正確度で複製され得ない、という問題が、生じている。例えば、このタイプの形状変化
は、特に、温度、プレフォームの断面、線引きに使用される引張力及びプレフォーム材料
の粘弾性に依存する、ということが、ＧＢ ２ １０８ ４８３ Ａから知られている。線引
きの間に起こり得る変形は、糸巻形変形を含み、この糸巻形変形は、元は平坦であった表
面の凹曲率を結果的にもたらすと共に、縁部の丸みをも結果的にもたらす。変形、凹又は
凸のタイプに対する線引き温度の影響も、特にＵＳ ５,７２１,０５０から知られている
。
【０００８】
　ＧＢ ２ １０８ ４８３ Ａにおいて、この目的のために、プレフォームの作製の間に、
形状における変化が考慮される、ということが、提案されている。しかしながら、形状に
おける変化の作用は、線引きされた部分のサイズ及び/又は線引きされた部品に対するプ
レフォームのサイズ比に依存するので、変形作用の中和は、特定の縮小比において正確に
達成されるだけである。従って、複製可能な結果を得るためには、引張力及び温度のよう
な他のパラメータを考慮することも、必要である。
【０００９】
　本発明は、高レベルの横方向位置決定正確度を備えている部品(例えばスペーサ)を低コ
ストで且つ大量に作製するのに使用され得る、安価な作製方法を提供するという目的に基
づいている。更に、その方法で達成され得る溝形状及び溝寸法に関する制限は、可能な限
り避けられることになり、このようにして、種々のサイズのファイバの溝内での使用が、
可能になり、同時に、ファイバを溝の内部に成功裏に保持することが、可能になる。
【００１０】
　この目的は、その表面に細長い構造体(例えば凹部)を備えている物体を造形する方法に
より、驚くべき簡単な遣り方で達成され、その方法においては、プレフォームが、その表
面に、特に凹部のような細長い構造体を設けられ、これらの構造体を設けられたプレフォ
ームが、少なくとも１つの領域において又は少なくとも部分的に加熱され、そして、例え
ば凹部のような構造体を設けられているプレフォームが、所望されている断面形状又は最
終的な断面形状に実質的に対応している断面をプレフォームの少なくとも部分が採るまで
、加熱された状態で線引きされる。
【００１１】
　在来の加熱の場合においては、ガラスは、吸収又は対流により、表面において大いに加
熱される。この場合、全体が、熱伝導と著しく長い波長の赤外線とによって加熱され、そ
の著しく長い波長の赤外線は、ほんの短い距離で吸収される。これらのメカニズムは、線
引きバルブ(draw bulb)に及び/又は被加熱領域に、温度勾配をもたらす。これは、粘度に
おける勾配と結び付いている。これは、被加熱領域に及び/又は線引きバルブに、ガラス
の不均一な流れをもたらす。
【００１２】
　表面張力に加えて、この作用は、均衡が保たれていない変形をもたらし、このことは、
例えばＧＢ ２ １０８ ４８３ Ａに記載されているように、非難されるべきである。しか
しながら、これらの記載されている作用は、線引きされるべき材料が均一に加熱されるこ
とが可能であるならば、大部分は避けられ得る。このため、本発明によれば、プレフォー
ムは、特に、少なくとも１つの赤外線放射装置を備えているもののような、放射線源によ
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って加熱され、その放射線源からの放射線のうちの小さい割合の放射線だけが、材料を通
過する間に吸収される。それに応じて、低レベルの吸収が、線引きされるべき物体全体に
均質な加熱をもたらす。この均質な加熱は、線引きバルブ内に、非常に小さい温度勾配を
、従って、ガラスの粘度における非常に小さい勾配のみを結果的にもたらし、もって、ガ
ラスは、変形部が形成されることなく、均一に線引きされ得る。
【００１３】
　物体の表面付近における放射線の大量の吸収を避けるべく、特にガラス又はガラス－セ
ラミックから作られているプレフォームの場合には、スペクトルのパワー密度の大部分が
短波長赤外領域内にあるようにして、放射線のスペクトル分布が選択されることが、可能
である。大部分のガラス及びガラス－セラミックは、長波長赤外領域内に吸収端を有して
いる。このことが、低い色温度を有している在来の加熱手段が使用される場合に、長波長
赤外線(例えば加熱された材料それ自体によって放出される)が材料内へ遠くまで達しない
及び/又は加熱されるべき材料の表面において過剰な吸収が起こる理由である。
【００１４】
　赤外線を用いる均一加熱に関し、ここで、本願の出願人の以前の出願への参照も、なさ
れるべきであり、それらの出願は、文献番号ＤＥ ２９９ ０５ ３８５ Ｕ１、ＤＥ １９
９ ３８ ８０８ Ａ１及びＷＯ ００/５６６７５であって、これらの開示の内容はその全
体が本発明の主題に組み入れられている、ものを生んでいる。
【００１５】
　勿論、放射線の吸収は、プレフォームの材料に大いに依存する。従って、例えば可視領
域における他の放射線源を使用することも、この領域における材料の吸収が十分に少ない
ならば、考えられ得る。ともかくも、材料を通過する単一のパスの間に放射線のパワーの
高々半分が吸収されるようなスペクトル分布を、加熱に使用される放射線が有している、
ということが、意図されている。この値は、平均値として理解されるべきである。何故な
らば、吸収は、プレフォームの材料にだけでなく、通過する材料の厚さにも依存するから
である。しかしながら、その厚さは、線引き方向での断面における縮小を考慮するに、線
引き方向において、被加熱領域に沿って変化し、更に、この厚さは、対応している光ビー
ムの空間に関する方向に依存する。
【００１６】
　パワー密度の重心を短波長赤外領域に有している赤外線が加熱に使用されるのが、特に
好ましい。プレフォーム用の材料として有利に使用され得る多くのガラス又はガラス－セ
ラミックは、ほぼ２.７μｍの波長に吸収端を有しており、この結果、これらの材料の透
明度は、この値未満の波長において著しく上昇する。従って、放射線であって、その値を
超えているところにおいて、この放射線のスペクトルのパワー密度が優勢に存在している
、ものを放出する放射線源を使用することが、有利である。これは、例えば、それに対応
している高い色温度を有している熱放射線を放射線源が放出するならば、達成される。吸
収端が２.７μｍにあるならば、それより短い波長においてスペクトルのパワー密度が優
勢に存在すべきであるという状態は、１５００°Ｋの色温度で達成される。この場合、ス
ペクトルの全パワー密度のほぼ５１％が、それより短い波長全体に亘って分布させられる
。従って、プレフォームの材料の吸収は、減少し、そして、色温度が、より更に高ければ
、例えば２０００°Ｋ超であるならば、材料は、より均一に加熱される。例えば、本発明
の一実施形態においては、ほぼ２４００°Ｋの色温度で作動させられ得る石英チューブ赤
外線放射装置を使用するという規定が、存在する。２４００°Ｋの色温度においては、ウ
ィーンの変位法則によると、スペクトルの最大パワー密度を有している波長は、１２１０
ｎｍにあり、即ち２.７μｍより十分に短い。
【００１７】
　更に、エネルギーの利用を向上させるためには、放射線源から加熱されるべき領域上へ
直接的に衝突する直接的な放射線だけを用いるのではないということが、好都合である。
むしろ、放射線パワーは、反射及び/又は散乱させられた後にその領域上に衝突する間接
的な放射線成分をも備えていてもよい。吸収されることなく、加熱されるべき領域を既に
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通過した放射線成分も、このようにして、散乱又は反射させられることにより、材料上へ
戻るように方向付けられ、これにより、加熱に寄与し得る。このようにして、放射線源に
よって放出される放射線に対してプレフォームの材料が非常に透明であるときでさえ、効
率的な加熱を達成することが、可能である。
【００１８】
　従って、本発明に係る方法を実行する及び/又は本発明に係る物体を作製する装置が、
線引きされるべき材料を加熱する放射線源に加えて、反射素子又は放射線を散乱させる素
子を含んでいるならば、好都合である。例えば、赤外線放射装置が使用されるならば、赤
外線の拡散反射を結果としてもたらす石英の壁の素子を使用することが、可能である。
【００１９】
　プレフォームの材料によって吸収される放射線のパワーの割合が低ければ低いほど、プ
レフォームの領域は、より均一に加熱される。しかしながら、これは、また、放射線源か
らの放射線の全パワーの割合であって、プレフォームの材料を加熱するのに利用されるも
のを低下させる。例えば、プレフォームの材料が、特に均一な加熱が重要であるというこ
とであるならば、又は、線引き装置が、対応して良好な反射性の素子を設けられているな
らば、材料を通過する単一のパスの間に放射線のパワーの３０％未満、更には１０％未満
が吸収されるように、放射線源は、有利に選択され得、この場合、放射線は、パワーの僅
かな損失を伴うだけでプレフォーム上へ戻るようにして、何回も反射又は散乱させられ得
る。
【００２０】
　勿論、線引きされるべきプレフォームの材料の加熱は、また、例えば抵抗加熱のような
更なる加熱源によって増強させられ得る。例えば、比較的冷たい周囲空気内における表面
冷却の結果として、加熱された材料の表面に温度勾配が生成されてしまうならば、そのこ
とは、有利であり得る。この場合、そのタイプの追加の加熱は、表面に生じる温度勾配を
相殺することを可能にする。
【００２１】
　非常に驚くべきことに、プレフォームを加熱し且つこのプレフォームを加熱さされた状
態で線引きする作業は、粘稠材料の表面張力のために、凹部が基体から押し出され又は追
い出されることを引き起こさなかった。更なる非常に驚くべき要素は、このタイプの凹部
のサイズを１０分の１に、更には１００分の１に縮小することが可能であったということ
であり、この場合、それらの凹部の形状は、実質的に失われず、しかも、形状及び位置に
おける絶対横方向許容差が、上述した縮小率だけ更に改善した。
【００２２】
　他の溝の表面に対する、溝の表面における１０分の１ミリメートルの横方向許容差を有
している基体は、１０分の１に縮小された後には、ほんのほぼ１００分の１ミリメートル
の絶対横方向許容差を、そして、１００分の１に縮小された後には、ほんの約１μｍの絶
対横方向許容差を有していた。
【００２３】
　これは、プレフォームの処理に関して、安価な造形方法が、高レベルの正確度即ち良好
な絶対許容差値で且つ安価な材料で使用されることを、可能にした。線引き作業は、その
方法によって入手可能にされたスペーサであって、これらのスペーサの絶対許容差値が優
秀な高精度の範囲内へ駆り立てられた、ものの収率を劇的に向上させた。
【００２４】
　本発明に係る方法によって作製可能である物体は、マイクロ構造体を設けられている、
同様の知られている部品と比較して、更なる特性によっても区別される。例えば、エッチ
ングによって構造化されている部品と比較するに、本発明によって作製され得る物体の表
面の荒さは、かなり減少されられており、採用される測定方法内において殆ど検出不可能
にさえされている。従って、本発明によって作製され得る部品の光学的な特性及び機械的
な特性も、優れている。
【００２５】
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　上述したような、本発明におけるプレフォームの線引き又は再線引きの間に達成される
高い寸法精度の原因は、特に、特別に均一な加熱であり、これにより、被加熱領域におけ
る横断面全体に亘って、せいぜい僅かな温度勾配しか、結果的に生じない。従って、物体
、特にその表面に細長い構造体を備えている物体を造形する方法を提供することも、本発
明の範囲内であり、その方法は、プレフォームが、一方向に沿って延びている構造体を表
面に設けられており、構造体を設けられたプレフォームが、少なくとも１つの領域におい
て加熱され、構造体を設けられているプレフォームが、所望されている断面形状又は最終
的な断面形状に実質的に対応している断面をプレフォームの少なくとも部分が採るまで、
加熱された状態で線引きされ、この場合、加熱された領域における横断面全体に亘っての
最大温度差が、０．５Ｃである、という事実により、特徴付けられる。
【００２６】
　そのような小さい温度勾配により、特にガラス又はガラス－セラミックが線引きされる
場合には、縮小されたサイズの物体における、寸法に関して非常に正確な構造体の複製の
所望されている結果を達成することが、可能になる。
【００２７】
　被加熱領域における横断面全体に亘っての最大温度差が０.１℃であるようにして加熱
が実行されることが、特に好ましい。
【００２８】
　従って、本発明は、大量生産に適している安価な作製方法であって、この作製方法にお
いては、極めて高いレベルの精度と得られる溝形状の実質的に無制限の選択との両方が達
成される、ものを提供する。
【００２９】
　造形において達成される優れた結果の故に、特に横方向スペーサに関する、新しい幾何
学的構成が、実現され、それらの幾何学的構成は、光通信技術デバイスにおける用途に、
分光計における用途に、光コネクタにおける用途に、また、例えば光信号伝送用のファイ
バ－固体導波路インターフェースのような光通信技術デバイスにおける用途にも、大いに
適している。
【００３０】
　プレフォームは、研削、融点より上に加熱されているプレス金型内での熱成形、打抜プ
レス、又は処理されるべき表面の所望されている形状のネガを表しているスタンプによる
熱型押により、特に好都合に造形され得る。
【００３１】
　異形ストランドのプレフォーム上への融着であって、プレフォーム上へ融着させられた
ストランドが凸状構造体を形成する、ものは、そのような凸状構造体の作製に特に適して
いる。
【００３２】
　再線引きに適した粘度が、例えば、伸ばされるべきセクションの温度を制御することに
より、設定され得、この場合、プレフォーム用に使用される材料に依存して、通常、ほぼ
１００℃～２０００℃の温度が、適切である。
【００３３】
　ガラス(例えばボロフロートガラス)に本発明を大いなる成功裏に適用することが、可能
であった。この場合、ほぼ８５０℃のボロフロートガラスに対して線引き作業が実行され
るのが、好都合に可能であった。
【００３４】
　本発明の特に好ましい実施形態においては、プレフォームは、ほぼ１０８ｄＰａｓの粘
度において、加熱された状態で線引きされ、これにより、断面における縮小であって、元
の形状をほぼ完全に維持していると共に、断面積の比に基づき、元の断面積の１/１００
の領域において、更には元の断面積の１/１０ ０００の領域において、寸法に関して非常
に正確な造形物体を結果的にもたらすものが、結果的に起こった。
【００３５】
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　線引きされた物体であって、この物体の長さが著しく増大させられたものは、刻みを付
けて折ることにより、好都合な遣り方で、所定の長さに切断されて個々の物体に分割され
る。更なる有利な実施形態においては、刻みを付けて折ることにより、所定の長さに切断
された及び/又は個々の物体に分割された物体は、これらの物体の上側部において表面研
削され、このようにして、これらの物体は、更なるモジュールに機械的に連結することが
可能になる。
【００３６】
　本発明方法は、また、プラスチックの物体、特に熱可塑性プラスチックから成っている
物体にも有利に適用され得る。
【００３７】
　特に好ましい実施形態は、室温の領域において実質的に熱膨張しないガラス－セラミッ
クを使用した。このことは、特に分光計用の回折格子の作製に関し、このタイプの分光計
の極めて安定な動作が確実にされ、更に、高レベルの正確度が信頼性高く保証される、と
いうことを、意味する。
【００３８】
　凹部の好ましい形体は、通常、造形された物体の縦軸に実質的に平行に延びている溝を
具備している。
【００３９】
　第１の好適な実施形態においては、溝は、実質的にＶ字形の断面を具備しており、この
断面は、同様に、溝の縦軸の周りで傾斜させられたＶの形状を具備しており、このように
して、ブレージングを備えている回折格子であって、これらの回折格子においては、回折
光の強度が少なくとも１つの回折次数において増大させられる、ものが、もたらされた。
【００４０】
　本発明に係る造形物体の代替実施形態においては、溝は、実質的に長方形又は台形の断
面を有利に有しており、これらの断面においては、Ｖ字形溝及びＵ溝での場合でもそうで
あるが、溝の側壁の傾斜は、所望されている、実質的に前以て定められ得るプレフォーム
の傾斜の角度に対応していた。
【００４１】
　このことは図には詳細に示されていないが、線引きに先立ってアンダーカットがプレフ
ォームに導入され得るならば、アンダーカットを備えている溝を実現することも、可能で
ある。線引き作業の間、溝のこれらの形体も、同様に、本発明方法によって得られる造形
物体上に同じ形体で実質的に複製される。
【００４２】
　本発明の更なる構成においては、例えば、導波路が、溝内へ挿入されると共に、造形さ
れた物体は、光導波路の配設用のスペーサとして機能し、このようにして、その光導波路
は、前以て整合させられた態様において、更なる導波路に高度の正確度で接続され得る。
これらの更なる導波路は、中実物体の表面にフォトリソグラフィック正確度で形成され得
る。このタイプの中実物体は、送信機、受信機、変調機、又は、一般的な表現で、光通信
技術システムの光回路であり得る。
【００４３】
　更なる代替実施形態においては、基体とは異なる屈折率を有している透明材料が、溝内
へ導入され、そして、このようにして、導波路が、溝それ自体の中に好都合に画成される
。
【００４４】
　造形された物体が反射膜(例えば誘電体多層膜)を設けられているならば、このようにし
て、高度の正確度を有している反射回折格子であって、回折次数のブレージングによって
最適化されているものを提供することが、可能になる。
【００４５】
　この種の膜を備えることなく、回折格子は、透過回折格子として使用され得、この場合
、透明な基体が選択され且つ反射防止膜が回折格子のそれぞれの表面に適用されるならば
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、好都合である。
【００４６】
　基体内を透過させられている光に対し、表面に形成されている回折格子は、それが適切
に寸法を定められているならば、分布ブラッグ反射を有している回折格子として使用され
得ると共に、光は、基体の外へ又は基体の中へ結合され得る。この種の結合動作は、例え
ばドープト導波路増幅器、特に希土類をドープされている導波路増幅器に対する興味をか
なり起こさせるものである。更に、降雨センサの非常にシンプルな実施形態においては、
自動車のフロントガラス内へ光が導入され且つ自動車のフロントガラスを通しての或る透
過距離の後に光が結合されることが、可能になり、この場合、自動車のフロントガラスを
雨粒が打った結果としての、フロントガラスにおいて蒙った透過損失の非常に正確な測定
をもたらすことが、可能になる。
【００４７】
　更に、極めて微細に構造化された部品であって、２つ以上の側部に構造体を有している
ものに対する要求が、かなり存在する。互いに反対の位置にある両方の側部に構造体を有
している部品は、特に興味を起こさせるものである。例えば、部品の下側部における構造
体は、部品をベース上で整合させるべく使用され得る。複数の部品が互いに別のものの上
部の上に積み重ねられるべきであり且つ個々の部品の精密な向きが極めて重大であるなら
ば、更なる基準になる場所が、発生する。
【００４８】
　このタイプの部品を作製する既知の一方法は、マイクロエレクトロニクス加工で知られ
ているシリコン・フォトリソグラフィー技法を利用しており、このシリコン・フォトリソ
グラフィー技法は、マスク技法によって非常に微細な構造を基板へ光学的に転写すべく使
用され得、次いで、それらの非常に微細な構造が、エッチング工程において、より大きい
幾何学的構造体へ変えられる。この非常に正確な工程は、かなりの費用を課し、この結果
、低コストで作製されるべき部品の大量生産には適していない。更に、例えば単結晶の形
態におけるシリコンのような、非常に少数の材料だけが、そのようにして処理され得る。
【００４９】
　高コストは、同様に、その材料とも結び付いている。高コストに加えて、その方法では
、互いに他方と精密に整合させられている構造体を、例えば部品の互いに反対の位置にあ
る２つの側部に作製することは、可能ではない。何故ならば、一方の側部のみが、処理に
対してアクセス可能であるからである。
【００５０】
　その方法の更なる欠点は、基礎材料であるシリコンの格子面に従う構造体のみが作製さ
れ得る、ということである。このため、可能な構造体の選択に、かなりの制限が、課され
る。
【００５１】
　ＬＩＧＡ法(ＬＩＧＡはドイツ語の“Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｉｅ，Ｇａｌｖａｎｏｆｏ
ｒｍｕｎｇ ｕｎｄ Ａｂｆｏｒｍｕｎｇ”の省略形である)が、大量生産用のマイクロ構
造化部品の作製のために開発されている。ＬＩＧＡ法は、プラスチック、金属又はセラミ
ックから、サブミクロンの範囲の構造体を備えている三次元部品を作製するのに使用され
得る。しかしながら、ＬＩＧＡ法用のマスクの作製は、高エネルギー高輝度Ｘ線を必要と
し、この結果、マスクの露光は、通常、シンクロトロン放射を用いる複雑な遣り方で実行
されなければならず、これは、大量生産に対して、かなりのコスト要因を構成する。この
方法も、同様に、リソグラフィック・マスク加工を採用しているので、やはり、互いに他
方と精密に整合させられているマイクロ構造体を２つ以上の側部に設けられている部品の
作製は容易には可能ではない、という追加の問題が、生じる。
【００５２】
　本発明では、ミクロンの範囲内にある構造体を２つ以上の表面に有している部品であっ
て、それらの構造体が互いに精密に整合させられているものを作製することが、非常に簡
単な遣り方で可能である。
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【００５３】
　従って、本発明は、構造体を備えている物体を作製する方法を提供し、それらの構造体
は、その物体の一方向に沿って延びており、この方法においては、出発物体が、作製され
、この出発物体は、一方向に沿って延びている倍尺の構造体を少なくとも２つの側部に有
しており、そして、この方法においては、出発物体が、この出発物体に力を加えることに
より、構造体が延びている方向に伸ばされ、そして、プレフォーム上の構造体が、ロッド
又はリボン上に縮尺されて複製される。
【００５４】
　２つ以上の表面上において一方向に延びている構造体を設けられているプレフォームは
、本発明に係る方法を用いて、再線引き工程により、連続的なリボンへと、そのようにし
て変形させられ、その連続的なリボンの断面は、元の断面に、縮尺された状態で対応して
いる。従って、プレフォーム上に存在していた構造体が、リボン又はロッドの表面上に、
小型化された形体で複製される。
【００５５】
　本発明に係る方法は、極めて驚くべき簡単な遣り方で、縮尺されつつあるプレフォーム
の表面上に存在していた構造体を結果的に生ずるだけでなく、プレフォームの製造許容差
における対応した縮小を結果的にもたらす。従って、本発明に係る方法は、非常に正確に
加工されたマイクロ構造体を作製するのに使用され得る。更に、２つ以上の側部へのマイ
クロ構造体の適用は、部品の種々の側部における構造体が互いに正確に整合させられるこ
とをも可能にする。比較的粗く構造化されたプレフォームからの再線引きされたリボン又
はロッドの全ての側部上への構造体の同時作製は、例えば下側部及び上側部における、互
いに別のものに対する構造体の幾何学的な位置が、非常に小さい許容差で且つ複製可能な
態様で作製され得る、ということを意味する。これは、これまでに開示されている方法で
は不可能である。更に、本発明に係る方法では、部品を作製する実際の工程を実行する前
に、プレフォームの比較的大きい比率の幾何学的寸法を検査することにより、互いに別の
ものに対する構造体の位置を非常に高い正確度でチェックすることが、可能である。生産
パラメータ(例えばプレフォームが再線引きされるところの温度及び線引き速度)の非常に
正確な監視は、プレフォームの断面の全ての寸法が、このようにして作製されるロッド又
はリボンにおいて縮尺で複製されることを可能にする。
【００５６】
　少なくとも２つの側部が実質的に互いに反対の位置にあるならば、本発明方法の更なる
利点が、もたらされる。一の側部において構造化されているプレフォームの再線引きは、
しばしば、作製されるロッド又はリボンの膨出及び曲折をもたらし、作製されるロッド又
はリボンの断面輪郭における、所望されている幾何学的形状からの、受け入れることので
きないずれをもたらす。その原因は、出発形体における、変形させられる材料の非対称分
布であり、その非対称分布は、ガラスのリボンの制御不能に変形させられる傾向を押し上
げる。構造化されている第１の側部とは実質的に反対の側にある側部上での構造体の形成
は、その変形させられるべき傾向に反対に作用することを可能にする。プレフォームの少
なくとも２つの実質的に互いに反対の位置にある側部への構造体の適用は、リボンの制御
不能な状態で変形させられる傾向を排除する。
【００５７】
　力を加えることによってプレフォームを変形させるべく、材料が可塑的に変形させられ
得るところの温度まで、出発物体の少なくとも１つのセクションが加熱されるのが、好ま
しい。プレフォームの材料の粘度は一般的に加熱された領域において低くなる、という事
実により、プレフォームの伸長は、加えられつつある力の結果として、制御された態様で
且つ実質的に加熱されたセクションにおいて、起こる。
【００５８】
　更に、本発明に係る方法においては、プレフォームが、一の側における受容部品内に保
持されるならば、それは、好都合である。この場合、プレフォームを再線引きするのに使
用される力がプレフォームの受容部品とは反対側の端部に加えられるのが、好ましい。
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【００５９】
　更に、被加熱領域が空間に関して固定された位置に保持され且つプレフォームが前進さ
せられるのが、特に好ましく、もって、縮小された断面のストランドが、連続的に線引き
され得る。
【００６０】
　更に、本発明に係る方法を実行する装置及び/又は本発明に係る造形物体を作製する装
置を提供することも、本発明の範囲内である。従って、このタイプの装置は、
－プレフォームの少なくとも１つの領域を加熱する放射線源と、
－プレフォームを一の側において保持する受容部品と、
－プレフォームを線引きする線引き装置と、
を具備している。この場合、放射線源からの放射線は、スペクトル分布であって、材料を
通過する単一のパスの間に放射線のパワーの高々半分が吸収されるようなものを有してい
る。
【００６１】
　更に、装置は、好適に、プレフォームを前進させるデバイスを備えている。このデバイ
スが、プレフォームの材料を被加熱領域及び/又は線引きバルブへ供給する一方、加熱さ
れた材料は、線引き装置により、線引きバルブの反対側において線引きされる。このよう
にして、線引き装置は、大いに縮尺された断面寸法を有している本発明に係る物体を、プ
レフォームから線引きする。
【００６２】
　線引きバルブにおける温度分布に影響を与え得る外部の影響による破裂を低減させるべ
く、放射線源が加熱マッフル内に配設されることが、可能である。この構成は、例えば、
加熱された領域の表面を冷却する空気の流れの大きさを低減させる。
【００６３】
　特に、ガラス材料又はガラス－セラミック材料から作られているプレフォームを線引き
すべく、放射線源が少なくとも１つの赤外線放射装置を具備しており、その赤外線放射装
置は１５００Ｋ超又は２０００Ｋ超の色温度を備えている熱放射線を放出し得るように構
成されているならば、それは、好都合であり、これにより、ガラス又はガラス－セラミッ
クにおける吸収は、低レベルに保たれる。
【００６４】
　上述したように、装置が、放射線源からの放射線を反射又は散乱させる少なくとも１つ
の素子を具備しているならば、それは、更に好都合であり、もって、良好なレベルの効率
が、加熱の間、達成される。
【００６５】
　以下に、本発明が、好適な実施形態に基づき且つ添付された図を参照して、より詳細に
記載される。
【００６６】
　本発明が、好適な実施形態に基づいて、以下に、より詳細に記載され、この文脈におい
て、先ず第一に、プレフォームの平面図を示している図１への参照がなされ、そのプレフ
ォームは、参照数字１によって全体が指示されていると共に、その中に形成されている溝
を有している。
【００６７】
　溝２～１１に加えて、図１の左側には、プレフォームを線引き装置に装着するための凹
部が、存在し、その線引き装置は、当業者には知られており、図には詳細に示されていな
い。
【００６８】
　本発明に係る別のプレフォームが、図２に示されており、このプレフォームにおいては
、溝２及び１１が、省かれている。
【００６９】
　図２は、プレフォーム１の更なる実施形態の斜視図を示している。Ｖ字形凸部の形体の
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構造体２Ｂ及び１１Ｂが、第１側部１２０とは反対側の側部１３０に配設されている。構
造体２Ｂ及び１１Ｂは、各々、溝構造体２Ａ及び１１Ａと相補的な断面を有している。更
に、凸部２Ｂ及び１１Ｂは、相補的な溝状凹部２Ａ及び１１Ａと同じ距離だけ互いに離れ
て配設されている。再線引きセクション及び分離セクションを介してこのプレフォームか
ら得られる部品は、大いに縮尺された断面を有しており、互いに係合する構造体２Ａ及び
２Ｂ並びに１１Ａ及び１１Ｂによって積み重ねられ得、この場合、第１の部品の第１側部
と別の部品の第２側部とが、互いに別のものの上部の上に位置することになり、構造体が
延びている方向を横切る方向の、互いに別のものに対する部品の正確な位置決定が、微小
構造体が互いに係合するという事実により、達成される。
【００７０】
　表面１３に配設されている溝３～１０であって、実質的にＶ字形の輪郭を備えているも
のは、図２に示されているプレフォーム１の説明図から非常に明瞭に認識され得る。
【００７１】
　以下の記載は、図４に言及し、この図４は、線引き作業の間に少なくとも部分的に加熱
されている状態におけるプレフォーム１を示しており、簡単化のために、数本の凹部形成
溝３～６のみが、図示されている。
【００７２】
　プレフォーム１の被加熱領域１４において、線引き力が、それ自体は知られている態様
で、プレフォーム１に加えられ、このようにして、矢印Ｘによって指示されている方向に
おける線引きであって、プレフォーム１を実質的に所望されている断面形状及び/又は最
終的な断面形状へと造形するものが、実行され、これにより、この工程を用いて作製され
るべき物体１５が、形成される。
【００７３】
　加熱は、当業者には知られている実質的に全ての加熱方法(例えば、熱放射若しくは非
熱放射、層気流、又は加熱されるべき領域の周囲への加熱マットの捲回)により、実施さ
れ得る。線引きされるべき物体全体を均質に加熱する加熱技術を用いるのが、好ましい。
これは、例えば、短波長ＩＲ放射線又はマイクロ波を用いることにより、達成される。し
かしながら、加熱は、加熱される領域の横断面全体に亘る温度差が０.５℃未満、更には
０.１℃未満であるようにして、特に実行される。これは、小さい又は無視し得る温度勾
配のみが横断面領域内のいずれの方向に沿っても結果的に生ずるということを、意味する
。この結果、被加熱領域１４及び/又は線引きバルブにおける、横断面領域内での粘度に
おける差異と、このタイプの横断面領域の境界曲線に沿う表面張力における差異とが、非
常に小さくなる。これにより、元は平坦であった表面の丸まり変形及び凹変形のような変
形が、そのような小さい温度差により、可能な限り避けられ得る。
【００７４】
　しかしながら、被加熱領域１４の横断面全体に亘って温度は一定である、ということを
確実にするための十分な注意が、払われるべきである。被加熱領域１４内における即ち横
断面全体に亘る、１/２℃以上のずれ、好ましくは１/１０℃以上のずれは、避けられるべ
きである。
【００７５】
　図３Ａ及び図３Ｂに、線引き作業によって形成された、Ｖ字形の溝を備えている、物体
１５の２つの実施形態が、示されており、これらの物体１５は、形状に関しては正確であ
るが断面に関しては縮小されている、プレフォーム１の複製に対応している。
【００７６】
　図３Ｂに示されている物体は、図３Ａに示されている物体とは異なり、Ｖ字形の溝２Ａ
,１１Ａ,３～１０に加えて、物体１５の基体１８における凸部２Ｂ,１１Ｂをも有してい
る。
【００７７】
　図４における断面領域Ｂ－Ｂに沿う断面図とほぼ正確に同一である断面形状は、変形さ
せられていないプレフォーム１の領域内に配設されている、図１における断面領域Ａ－Ａ
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に、結果的に従うことになる。
【００７８】
　図１及び図２に示されているプレフォーム１は、加熱及び線引きに先立ち、研削、プレ
ス金型内での熱成形、打抜プレス、又は処理されるべき表面の所望されている形状のネガ
を表しているスタンプによる熱型押により、このプレフォーム１の表面１３において造形
されている。
【００７９】
　更に、本発明によると、当業者に利用可能な更なる造形工程(例えば、フォトリソグラ
フィック工程又はエッティング工程)を、そのタイプの工程がコストの点で不適切でない
ならば、この造形作業に使用することが、可能である。
【００８０】
　その表面が処理された後、プレフォーム１は、線引き装置(図には示されていない)にク
ランプされ、その領域１４において、ほぼ１００℃～２０００℃の温度まで加熱される。
【００８１】
　ボロフロートガラスの場合、この工程に応じて被加熱領域に使用される温度は、ほぼ８
５０℃である。
【００８２】
　加熱処理の目的は、プレフォームが、その被加熱領域において、ほぼ１０５ｄＰａｓ～
１０１０ｄＰａｓの範囲内の粘度になる、ということを確実にすることである。この文脈
において、１０８ｄＰａｓの粘度が、特に好ましい。
【００８３】
　線引き作業の後、線引きされた物体１５は、徐々に且つその横断面全体に亘って均一に
冷却され得、これにより、それは、その元の強度に回復させられる。
【００８４】
　特に好適な実施形態においては、造形物体は、その側部１６(以下、下側部として言及
される)において、線引き方向Ｘを横切る方向に刻みを付けられ、これにより、それは、
所望されている長さで折られ、これにより、個々のピースに分割される。
【００８５】
　更に、鋸引きにより、レーザーカッティングにより又は他の適切な機械的工程により、
個々のピースが形成されるのも、本発明の範囲内である。
【００８６】
　分割工程が分割時に荒れた面を後に残すならば、その荒さは、端面研磨により、所望さ
れている残留荒さ値まで減らされる。このタイプの研磨工程は、当業者には良く知られて
いる。
【００８７】
　ボロフロートガラスに加えて、他のガラス、特に石英ガラスも、本発明の文脈において
使用される。
【００８８】
　更なる、特に好適な実施形態においては、プレフォーム１は、ガラス－セラミックであ
って、このガラス－セラミックが殆ど熱膨張しないところの温度範囲を備えているものか
ら、又は造形後にガラス－セラミックに転換させられ得るガラスであって、このガラス－
セラミックが殆ど熱膨張しないところの温度範囲を備えているものから、成っている。
【００８９】
　本発明の更なる構成においては、プレフォーム１及び線引きされた物体１５は、熱可塑
性プラスチックであって、加熱されることにより、上述の粘度値を同様にとり得るものか
ら成っている。
【００９０】
　以下の記載は、図５に言及し、この図５において、溝３´～１０´は、非対称に配設さ
れており、及び/又はＶ字形の断面であって、物体１５´の縦軸に関してＶが横方向に傾
斜させられているものを有している。
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【００９１】
　これは、ブレーズ回折格子として知られている回折格子を結果的にもたらし、この回折
格子においては、位相前面ベクトル１７１～１７８によって例示として図示されている光
が、反射・回折させられ、強められた光強度が、特定の回折次数に対して入手可能にさせ
られる。この目的に対して必要とされている溝３´～１０´の側壁は、当業者には良く知
られている。
【００９２】
　図５に示されている回折格子は、その上面１３´に反射金属膜又は反射誘電体膜を設け
られ得、これにより、上面１３´の反射能は、著しく高められる。
【００９３】
　本発明が透過回折格子を提供すべく意図されているならば、上面１３´における反射層
に代えて、造形物体１５´の上面１３´及び下側部１６´に反射防止膜が配設されるのが
、有利である。
【００９４】
　以下の記載は、図６に言及し、この図６は、図３に示されている物体１５(但し、充填
された溝２～１１を備えている)の断面図を示している。
【００９５】
　更なる材料(好適にガラス２４又はプラスチック)であって、造形物体１５の基体と異な
る屈折率を有しているものが、溝２～１１内に配設されている。
【００９６】
　この結果、導波路が、溝２～１１の内側に画成され、これらの導波路は、例えば、図１
３に示されている、Ｕ字形の溝３～１０を備えている造形物体１５内の導波路の連続部と
して使用され、このことは、更なる固体導波路への簡単な遷移部が作られることを可能に
し、この場合、図６に示されている造形物体１５が、更なる固体導波路に接続される。
【００９７】
　図３及び図６に示されている溝に代わる構成においては、図７及び図８に示されている
ように、プレフォーム１及び造形物体１５の両方が丸みを付された縁部を有することが、
可能である。
【００９８】
　本発明の更なる構成においては、Ｕ字形の溝２～１１が形成されている、造形物体１５
が、図１１、図１２及び図１３に示されている。
【００９９】
　図１２に示されている説明図によると、溝２～１１は、更なる材料２４(造形物体１５
とは異なる屈折率を備えているガラス)で充填されている。
【０１００】
　更なるガラス２４の代替物として、プラスチック、特に熱可塑性プラスチックを使用す
ることも、可能である。このタイプの更なる材料は、これらがプレフォーム１と同様な熱
特性を有しているならば、プレフォーム内へ既に導入されていても良く、やはり、線引き
によって変形させられ得る。
【０１０１】
　代替物として、更なる材料２４は、その熱的挙動がプレフォーム１の熱的挙動と異なっ
ているならば、冷却させられた造形物体１５内へ熱い状態で導入され得、又は、プラスチ
ックの場合には、軟化させられた形態で導入され得、そして、溶剤の蒸発、重合又は当業
者には知られている他の方法により、溝３～１０内で硬化することを許容され得る。
【０１０２】
　図１３に示されている造形物体１５の断面図においては、Ｕ字形の溝３～１０の中の導
波路２５～３２は、溝３～１０の側面及び底面と密着した状態で保持されている。
【０１０３】
　それ相当に溝３～１０が寸法を定められているならば、導波路内で応力誘導複屈折損失
が生ずることなく、信頼性の高いプレス嵌めを光導波路２５～３２にもたらすことが、可
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能である。何故ならば、溝３～１０の寸法の高い精度と、光導波路２５～３２の弾性クラ
ッドの外径の正確度の高い精度とは、加えられる力に関する或る限界値が間違いなく超え
られない、ということを意味するからである。
【０１０４】
　形状が維持されているところの正確度を測定することが可能であり、図１８は、線引き
された物体１５の形状を再現する測定結果を示している。
【０１０５】
　図１８に示されている実施形態においては、断面積における縮小は、１：１００である
が、本発明によれば、それは、１：１００ ０００以上までにも達し得る。
【０１０６】
　プレフォームは、尖端部の領域(即ち溝の底部及び最高位置)においてのみ極めて小さい
形状における変化を伴ってはいたが、正確にＶ字形の断面を有していた。これらの形状に
おける変化の程度は、図１４に示されているボロフロートガラスについて測定された曲線
から直ちに明らかになる。
【０１０７】
　最後に、図９に示されている、本発明の更なる実施形態も、記載され、この実施形態に
おいては、実質的に長方形の溝２～１１の内壁は、鏡面化されている。更に、造形物体１
５上に配設されている基体１４の下側部３３も、鏡面化されている。この結果、溝２～１
１は、中空の導波路を提供し、これらの導波路も、同様に、光信号の伝送に適している。
【０１０８】
　更に、このタイプの鏡面化されている溝２～１１が更なる材料２４で充填され、このよ
うにして、光導波路が形成されることも、本発明の範囲内である。
【０１０９】
　実質的に垂直な側壁部を備えている溝が、図９～図１３に示されているが、本発明は、
この特別な実施形態に制限されない。それどころか、それらの側壁が実質的に所望されて
いる角度で配設されることも、本発明の範囲内であり、この場合、結果的に、特に台形の
溝形状も、実現され得る。
【０１１０】
　以下の記載は、図１４に言及し、この図１４は、プレフォーム１の線引きによって得ら
れる、部品即ち造形物体１５の実施形態の断面の輪郭を示しており、線引き作業の結果、
その部品即ち造形物体１５の寸法は、プレフォームと比較して著しく縮小されている。
【０１１１】
　基体１８内には、通路構造体４１～４５であって、この実施形態においては、台形の断
面を有しているものが、部品１５の長さに沿って延びている。他方の表面の形体は、複数
の部品が、これらが正確に嵌合するようにして、互いに別のものの上部に配設されるのを
可能にしている。この構成においては、側部１７(以下、上側部として言及される)の表面
４０は、下側部１６の表面５０と関係することになり、この場合、横方向の位置付けは、
フランク４６と下方で接触することになるフランク４７により、保証される。表面４８は
、下方に位置させられる部品の通路構造体４１～４５を塞ぐ。
【０１１２】
　図１５は、プレフォームを線引きすることによって得られる、部品即ち造形物体１５の
更なる実施形態の断面の輪郭を示しており、線引き作業の結果、その部品即ち造形物体１
５の寸法は、プレフォームと比較して著しく縮小されている。この実施形態は、側部１７
が、Ｖ字形の構造体２Ａ及び１１Ａに加えて、台形の通路構造体３～１０を有していると
いうことを除いて、図３Ｂに示されている実施形態の断面と同様の断面を有している。こ
の場合、下側部における突出部２Ｂ及び１１Ｂであって、下にある同一の物体１５の上側
部における対応溝部２Ａ及び１１Ａ内に係合するものは、複数の部品１５が、それらが正
確に嵌合するよう態様で、互いに別のものの上部の上に積重ねられ得る、ということを保
証する。この場合も、台形の通路構造体３～１０は、上に位置させられる部品１５の側部
４８によって塞がれる。
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【０１１３】
　図１６も、同様に、本発明によって作製された部品の断面を示している。この場合にお
いては、部品の一方の側部におけるＶ字形の溝状構造体５２,５４,５６,５８,６０,６２
及び６４は、上に配設される同一の部品１５の更なる、実質的に反対側の側部におけるＶ
字形の溝状構造体３～９を補完しており、この場合、一体となるようにして積み重ねられ
た部品１５の構造体３～９及び５２～６４は、菱形の又は正方形の断面を備えている通路
を形成する。この場合も、突出部２Ｂ,１１Ｂ及び対応溝部２Ａ,１１Ａは、正確に嵌合し
ている態様で部品１５が積み重ねられることを可能にする。
【０１１４】
　以下の記載は、図１７に言及し、この図１７は、本発明に係る工程を用いて作製された
部品即ち造形物体１５の更に別の実施形態の断面を示している。上側部１７及び下側部１
６に加えて、横表面も、細長い一軸構造体６６,６８,７０,７２を設けられている。上側
部における溝状構造体３～１０は、例えば、光導波路の局部固定用に使用される。下側部
における構造体２Ｂ及び１１Ｂは、対応している凹部を有しているベース(図示せず)上に
部品を非常に正確に固定するのを可能にする。同様に、複数のこれらの部品が、正確に嵌
合している態様で、互いに別のものの上部の上に置かれることも、可能であり、この場合
、構造体２Ｂ,１１Ｂ及び２Ａ,２Ｂは、互いに噛合する。部品１５の側面における細長い
一軸構造体は、凸部７０,７２及び凹部６６,６８を表している。複数の同一の部品１５が
、横表面上の凸部７０,７２及び凹部６６,６８により、やはり、互いに別のものの隣りに
非常に正確に位置させられ得る。勿論、図示されている尖った構造体に加えて、垂直な壁
を備えている構造体又は丸みを帯びた断面形状を備えている構造体を使用することも、可
能である。
【０１１５】
　勿論、互いに別のものの上部に又は互いに別のものの隣りに積み重ねられ得るのは、本
発明に係る同一の造形物体１５だけではない。それどころか、異なる構造体を備えている
部品が互いに組み合わされることも、互いにそれらを整合させる相補的な構造体をそれら
が有しているならば、可能である。
【０１１６】
　図１９は、本発明に従って短波長赤外線を用いて線引きされた物体の平坦度と、在来の
抵抗加熱によって加熱され且つ線引きされた物体の平坦度との比較を示している。この図
において、「１１００ｆ」及び「１１００ｒ」によって指示されている曲線は、それぞれ
、構造化されている前側及び構造体を設けられていない後側における、在来の方法で加熱
された物体の測定値を示している。従って、「ＩＲ２＿１５５２」によって指示されてい
る曲線は、短波長赤外線を用いる加熱によって線引きされた物体の構造化されている前側
の平坦度を示しており、そして、「ＩＲ２＿１５５２」によって指示されている曲線は、
その物体の後側の平坦度を示している。これらの物体の断面形状は、図３Ａに示されてい
る実施形態の断面形状に、Ｖ字形の溝２及び１１を除いて、実質的に対応している。測定
値は、作製の間に使用される線引き方向に実質的に垂直である方向に沿って採られたもの
であり、従って、それらは、線引き方向に垂直な断面の輪郭を表している。
【０１１７】
　測定された物体の両方について、ボロフロートガラス(等級ボロフロート４０)から作ら
れた、ほぼ０.６メートルの長さを有しているプレフォームは、研削により、８本のＶ字
形凹部を設けられていた。プレフォームの幅は、４８ミリメートルであり、そして、その
厚さは、１１.５ミリメートルあった。側部及び溝即ち凹部は、寸法に関し、５ミクロン
より良好な正確度のものである。
【０１１８】
　在来の加熱によって線引きされる物体を作製すべく、プレフォームが、在来の抵抗加熱
装置を備えている加熱マッフル内へそのプレフォームの底端部が突入するようにして、所
定の場所にクランプされた。次いで、加熱マッフルが、８５０℃まで加熱された。ガラス
が軟化した後、それが、２７０ミリメートル/分の速度で線引きされ、且つ、プレフォー
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ムは、３ミリメートル/分の速度で前進させられた。次いで、線引きされた製品は、個々
のピースに分割され、そして、測定プローブを用いて分析された。
【０１１９】
　本発明に従って作製された物体は、在来の加熱装置を備えている加熱マッフルの代わり
に３個の短波長赤外線放射装置を備えている加熱マッフルが加熱に使用されたということ
を除いて、同じ方法で作製された。図１９から認識され得るように、短波長赤外線によっ
て線引きされた物体は、在来の加熱によって作製された物体よりもかなり良好な寸法正確
度を有している。例えば、本発明に従って作製された物体におけるＶ字形の溝の縁部は、
丸みが付くのが少なくなっており、このことは、他方の物体と比較して、より深い溝の深
さに表れている。
【０１２０】
　図１９において「１１００ｒ」及び「ＩＲ２＿１５５２ｒ」によって指示されている曲
線からの、物体の後側において採られた測定値は、また、本発明に従って作製された物体
は「ドッグ－ボーニング(dog-boning)」として知られている望ましくない作用を受けにく
い、ということを示している。この作用は、平坦な表面の凹変形をもたらし、もって、線
引きされる時には長方形のプレフォームが、犬の骨のような断面形状を備えている物体に
類似し始める。
【０１２１】
　次表は、量的な比較を提供しており、「Ｖ溝最大平坦度」及び「Ｖ溝最小平坦度」と記
載されている変数は、図２０に説明されている。この表に記載されているずれは、ミクロ
ンで与えられている。
【０１２２】
【表１】

【０１２３】
　図２１は、図４に示されている線引きバルブ又は被加熱領域１４を加熱する加熱マッフ
ルであって、短波長赤外線によって加熱するためのものの代表的な実施形態を示している
。
【０１２４】
　８０によって全体的に指示されている加熱マッフルは、石英シリンダ８２を具備してお
り、この石英シリンダ８２は、例えば、２つの半体シェルから作製され得る。石英シリン
ダは、拡散反射器として、従って、放射線源からの放射線を散乱させ又は反射させる素子
として作用し、もって、加工物及び/又は被加熱領域１４を通過する間に吸収されなかっ
た放射線は、加工物上へ戻るように反射させられ得、そして、加熱されるべき材料をもう
一度通過し得る。
【０１２５】
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　しかしながら、加熱マッフルが他の形態の反射器を具備することも、勿論、可能である
。例えば、加熱マッフルは、鏡面化された表面を有していてもよい。
【０１２６】
　更に、加熱マッフル８０は、水冷用の冷却チューブ８５を備えているハウジング８１を
有している。マッフル８０の出口開口８７は、２つの変位可能な石英部品８３により、プ
レフォームの線引きの後に、線引きされた物体１５用の小さい開口を除いて、塞がれ得る
。これは、破裂スタック作用であって、線引きバルブ１４における温度分布に影響を与え
得、これにより、線引きされた物体１５の望ましくない変形をもたらし得るものを、最小
にする。
【０１２７】
　赤外線放射装置８４が、石英シリンダ８２内に組み込まれており、その赤外線放射装置
８４から放出された放射線は、この放出された放射線のパワーの少なくとも５０％に対し
て加熱されるべきプレフォームの材料が透明であるような、スペクトル分布を有しており
、もって、材料を通過する単一のパスの間には、放射線のパワーの高々５０％が、吸収さ
れるだけである。個々の放射装置８４は、別個に作動させられ得、もって、線引きバルブ
１４の膨張及び温度分布に対して目標とされた影響を及ぼすことが、可能になる。ガラス
又はガラス－セラミックから作られたプレフォームに対しては、ほぼ２４００°Ｋの色温
度で動作させられ得る赤外石英チューブ放射装置を用いるのが、好ましく、もって、この
種の色温度を有している熱放射線に対する、このタイプのプレフォーム材料の低吸収性の
結果として、特に均一な加熱が、達成され得る。
【０１２８】
　図２１において、更に、放射装置を収容するための又は熱電対のための内腔(図示せず)
も、石英シリンダ８２内に存在していてもよい。高温計によってガラスの温度を測定する
ための更なる内腔も、石英シリンダ８２内に形成され得る。
【０１２９】
　加熱マッフルは、線引き装置の部分として、空間に関して固定された位置に好適に配設
される。このため、作動時において、線引きバルブ１４も、同様に、静止加熱マッフルの
内部領域内の空間に関して固定された位置に留まり、そして、プレフォームは、線引き速
度とサイズ縮小係数とに起因する速度で前進させられる。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】本発明に係る方法を実行するためのプレフォームの平面図を示している図である
。
【図２Ａ】本発明に係る方法を実行するのに適している更なるプレフォームの斜視図を示
している図である。
【図２Ｂ】本発明に係る方法を実行するのに適している更なるプレフォームの斜視図を示
している図である。
【図３Ａ】図４に示されている造形物体の、断面平面Ｂ－Ｂに沿う断面領域であって、図
１に示されているプレフォームの、平面Ａ－Ａに沿う断面領域の形状に実質的に対応して
いるものを示している図である。
【図３Ｂ】図４に示されている造形物体の、断面平面Ｂ－Ｂに沿う断面領域であって、図
１に示されているプレフォームの、平面Ａ－Ａに沿う断面領域の形状に実質的に対応して
いるものを示している図である。
【図４】造形物体への遷移時における、線引き作業の間のプレフォームの図を示している
図である。
【図５】プレフォームを線引きすることによって得られる、基体の断面輪郭であって、こ
の基体の寸法は、線引き作業によって著しく縮小されていると共に、この基体は、ブレー
ズ回折格子としての用途に適している造形物体を作るべく、図３に対して改造されている
、ものを示している図である。
【図６】プレフォームを線引きすることによって得られる、基体の断面輪郭であって、こ
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の基体の寸法は、線引き作業によって著しく縮小されていると共に、この基体においては
、溝が、透明な更なる材料で充填されている、ものを示している図である。
【図７】Ｖ字形の溝の非常に丸みを付された縁部を備えている、造形物体の更なる実施形
態を示している図である。
【図８】図７に示されている造形物体の実施形態であって、この実施形態においては、溝
が、透明な更なる材料で充填されている、ものを示している図である。
【図９】本発明の別の実施形態であって、実質的に長方形の、好ましくは正方形の溝を備
えており、この実施形態においては、少なくとも、溝が、更なる基体で覆われている、も
のを示している図である。
【図１０】図７に示されている断面輪郭であって、充填されている溝を備えてはいるが、
図９に示されている更なる基体は備えていないものを示している図である。
【図１１】本発明の更に別の実施形態であって、実質的にＵ字形の溝を備えているものを
示している図である。
【図１２】実質的にＵ字形の溝を備えている、図１１に示されている本発明の更なる実施
形態であって、この実施形態においては、溝が、透明な更なる材料で充填されている、も
のを示している図である。
【図１３】造形物体であって、この造形物体の中には、光導波路が、配設されている、も
のを示している図である。
【図１４】プレフォームを線引きすることによって得られる部品の実施形態の断面輪郭で
あって、この部品の寸法は、線引き作業の結果、プレフォームと比較して著しく縮小され
ている、ものを示している図である。
【図１５】プレフォームを線引きすることによって得られた、台形の通路構造体を備えて
いる部品の更なる実施形態の断面輪郭を示している図である。
【図１６】両側において互いに補完している溝状構造体を備えている部品の、更に別の実
施形態を示している図である。
【図１７】部品の更に別の断面輪郭であって、この部品は、上側部及び下側部においてだ
けでなく、横表面においても一軸構造体を有している、ものを示している図である。
【図１８】本発明に従って作製された物体の、測定された実際の断面形状を示している図
である。
【図１９】本発明に従って短波長赤外線を用いて線引きされた物体の平坦度と、在来の抵
抗加熱によって加熱され且つ線引きされた物体の平坦度との比較を示している図である。
【図２０】物体の線引きの間に起こり得る変形を定量化するための幾何学的測定変数の説
明図を示している図である。
【図２１】短波長赤外線を用いて線引きバルブを加熱する加熱マッフルの概略断面図を示
している図である。
【符号の説明】
【０１３１】
１　　　　　　　　　　プレフォーム
２～１１、
２Ａ、１１Ａ、
５２、５４、５６、
５８、６０、６２、
６４　　　　　　　　　溝、凹部、溝状構造体
２Ｂ、１１Ｂ　　　　　凸部
１２０　　　　　　　　１の第１側部
１３０　　　　　　　　１の第２側部
１３　　　　　　　　　１の表面
１４　　　　　　　　　１の被加熱領域、線引きバルブ
１５　　　　　　　　　造形物体
１６　　　　　　　　　造形物体の下側部
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１７　　　　　　　　　造形物体の上側部
１７１～１７８　　　　位相前面ベクトル
１８　　　　　　　　　造形物体の基体
２４　　　　　　　　　更なるガラス、更なる材料
２５～３２　　　　　　導波路
３３　　　　　　　　　上側の基体３４の下側部
３４　　　　　　　　　上側の基体
４０、５０　　　　　　表面、支持表面
４１～４５　　　　　　通路構造体
４６、４７　　　　　　フランク
４８　　　　　　　　　クロージャー表面
６６、６８　　　　　　側面上の凹部
７０，７２　　　　　　側面上の凸部
８０　　　　　　　　　加熱マッフル
８１　　　　　　　　　８０のハウジング
８２　　　　　　　　　石英シリンダ
８３　　　　　　　　　変位可能な石英部品
８４　　　　　　　　　赤外線放射装置
８５　　　　　　　　　冷却チューブ

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】
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